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要約

本稿では、廃棄物対策の近代化以降の歴史を点検することから始めて、廃棄物問題が社

会問題化した経緯について社会学的な切り口を折り込みながら検討し、ついで、廃棄物問

題を杜会学的に研究する際の、現時点まで得られた知見にもとづいて考えられるアプロー

チのいくつかについて提示した。また、他の執筆者の論文の簡単な紹介もおこなっている。

廃棄物問題の社会学的アブローチの中で、とくに、われわれのプロジェクトの議論の中か

ら生まれた地域環境主義概念について頁をさいた。この概念は、ここ数年来、研究会の都

度、実際に使用して吟味してきたもので、個人や小規模コミュニティという狭い範囲の地

域と、地域環境という巨大な範囲との中間に位置し、両者を媒介する機能も保有するもの

として提示している。

はじめに:本報告集について

1)共同研究の経緯

ここに掲載した本論を含む 5本の論文は、 1997

年に、『総合都市研究j64号〈廃棄物問題に関する

社会学的研究集〉として、共同テーマのもとに 6

本の論文を発表したものの第 2集にあたる。第 1

集も第 2集も、東京都立大学都市研究所の共同研

究の一環として組織された都市環境研究会(代表

者:飯島伸子)が続けてきたく廃棄物問題の社会

学的研究)の共同研究成果報告集である。違うの

は、第 1集は、自治体の中の市町村の廃棄物対策

に焦点をあてた量的調査にもとづいた分析集で

あったのに対し、第 2集は、都道府県と政令市・中

核都市の産業廃棄物対策に焦点をあてた分析集で

ある点である。しかし、両者とも、自治体の廃棄

物対策に関する調査結果分析である点では共通し

ている。

今回の成果集においても、すでに報告を終えた

市町村調査結呆も、都道府県や政令市への調査結

果と比較するために、部分的にではあるが、再度
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考察の対象としている。いっぽう、市町村調査を

実施した事を通して、都道府県調査や政令市・中

核都市調査を実施する必要性が確信できた面もあ

る。市町村調査と都道府県調査、政令市・中核都

市調査の三者が揃ったことによって、自治体の廃

棄物対策の全貌を見通す事が可能になったもので

ある。

われわれの研究グループは、 1992年から 4年間

の水問題と道路問題に関する環境社会学的調査研

究に引き続いて、 1996年から 4年間は、廃棄物問

題について社会学的調査研究を共同で、進めてきた。

第 1期の水問題研究の時期については、 1994年の

総合都市研究54号および1997年の都市研叢書に、

同じように共同の研究成果を発表しているので、

必要であれば、そちらを参照いただきたい。

第2期の 4年間における年ごとのテーマは次の

ようなものであった。第 1年度めの 1996年度は、

東日本を中心とした14都県の全市町村に対する廃

棄物対策の実情や方針に関する郵送法による量的

な調査を実施した。調査のタイトルは、「廃棄物の

発生と処理・処分に関する自治体調査」である。そ

の調査結果については、『総合都市研究164号

(1997)に、統一テーマ「廃棄物に関する市町村調

査報告(1 -VI) Jのもとに、 6人がそれぞれ独

自な視点で分析した合計 6本の論文において発表

している O

1997年度は、 47都道府県を対象とした「産業廃

棄物の発生と処理・処分に関する都道府県調査J

を、同じく郵送法によって実施した。この際、用

意した調査票の調査項目の中には、比較を目的と

して、前年実施した市町村調査と同ーの設問も収

録しである o 1998年度は、 38政令都市・中核都市

に対して都道府県調査で実施したものと質問内容

において共通した調査票を用いて郵送法による調

査を実施した。この 97年度と 98年度に実施した

二つの調査の分析結果に、 98年度までに実施した

さまざまな聞き取り調査での知見を加えながら、

各自が独自な視点で産業廃棄物問題を社会学的に

分析したのが、今回の合同研究成果第 2報である。

その集計結果は 5本目の論文の後に、また、調査

の方法や主要な内容分析は、 2本目の藤川論文に

おいておこなっている。

最終年度の1999年度の研究テーマは、事業所の

廃棄物を含む環境対策の実態と意識であり、その

実情を知るための、郵送法調査を現在実施中であ

る。

このように、われわれのプロジェクトは、この

4年間のうち 3年間までを、廃棄物の問題に関し

て自治体と事業所に関する調査研究に、また、最

後の 1年間では、事業所に対する環境対策に関す

る調査を実施してきた。自治体に比重が大きくか

かっているのは、廃棄物には大別して一般廃棄物

と産業廃棄物の 2種類があり、前者は市町村が、

後者は都道府県が、その処理・処分の行政的な責

任を負っていること、工業に主要な発生責任が求

められた公害問題と違い、廃棄物問題は、発生責

任よりも管理責任が表面化しがちであることなど

から、自治体が問題解決に占める位置が大きいと

みなしたためである。その内容がどのようなもの

であったかについては、報告集で確認していただ

くことができょう。

2 )収録論文の概略

つぎに、今回収録した各論文について、その要

約をここに紹介しておこう。この 4年問、われわ

れのプロジェクトが研究するにあたって培ってき

た廃棄物の社会的な位置づけへの視点、また、廃

棄物問題という表現の社会学的な意味などを含め、

筆者自身あるいはわれわれのプロジェクトの、廃

棄物を社会学的に研究する場合の基本的な理論枠

組みや重視した分析用具などについて述べること

にしたい。

1本目の筆者の論文は、今回報告する研究成果

全体のまとめとともに、廃棄物に関する社会学的

な分析視角や分析枠組みについて検討し、また、

われわれのプロジェクトの中から生み出された概

念である地域環境主義について論じたものであるO

2本目の藤川賢の「産廃処理の全国分布と地方

負担Jは、このタイトルが示すような産廃処理を

めぐる地方への負担の大きさの分析に焦点をあて
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たものであるが、同時に、その数値的根拠ともな

るわれわれが実施した都道府県・政令都市調査の

分析も行ったものである。この論文においては、

われわれの調査結果が示すものとしていくつか重

要な論点が示されているが、その中でも、東京都

の産廃問題における位置、つまり、東京都は、他

の府県と比較しでも、突出して産廃を他県に流出

させている一方で、他県からの流入のもっとも少

ない自治体であるという特殊な位置にあるという

事実の発見は、とくに注目されるべきものである。

他の論点については、藤川論文をお読みいただき

たい。

3本目の堀畑まなみの「原状回復の費用負担責

任」は、産廃問題の中でも重要な解決課題である

不法投棄をめぐる処理費用の責任主体に関して考

察したものである。香川県豊島ゃいわきなど、重

大な問題点を抱えている産廃の不法投棄地域を筆

者が数年にわたって調査した知見にもとづいて、

産廃の不法投棄は、原因者に処理能力が欠如して

いるなどの理由で、現状では、最終的には、税金

で、つまり自治体による処理・処分がなされるこ

とが多い傾向について説得的に警告した論文であ

る。

4本目の寺田良一の「産業廃棄物問題における

住民、自治体、地域環境主義:山梨県の事例を通

して」は、近接する都県から多くの産廃流入があ

る一方で、他県に多くの産廃を流出してもいる自

治体の例として山梨県をとりあげている。先述の

加害一被害関係で言えば、この事例は、被害県で

あると同時に加害県でもある。この両面的な位置

関係を認識する中で、この県では、地域に根ざし

た廃棄物ゼロ運動など、循環型社会の構築に向け

た動きが活発化している O こうした状況を、われ

われの研究プロジ.エク卜で、この数年間検討して

きた地域環境主義概念によって分析している。

5本目の鵜飼照喜の「産業廃棄物問題と自治体

行政の課題:長野県の事例を通して」は、長野県

が全国でも有数の近隣自治体からの越境産廃不法

投棄地域であることから、その長野県における実

態を通して見えてくる日本における産廃問題につ

いて論じたものである O 他の公害問題や環境問題

を社会学的に検討する際の分析枠組みの一つに加

害一被害関係の検証があるが、産業廃棄物におい

ても、この加害一被害関係は、大都市と周辺都市

や過疎農村、大都市内における強力な地域と弱体

な地域などの間で発生している。長野県は、この

加害一被害関係で見るならば被害県であり、われ

われのプロジェクトとしても、何回か現地調査を

おこなってきた地域である。

ここで同一副題を付して収録した 5本の論文は、

東京都立大学都市研究所の共同研究の一環として、

都市環境プロジェクトを構成してきたグループに

よる成果報告集である。このプロジェクトは、都

市研究所の兼任研究員である飯島を代表として、

1996年以来 4年間、廃棄物問題の社会学的視点か

らの研究を続けてきたもので、 1997年に 6本の論

文を発表した第 1回目の成果共同報告に続く第 2

回目の成果共同報告集である。

1.厚生行政と「廃棄物Jの位置づけ

1 )汚物処理として始まった廃棄物行政

国家としての廃棄物対策は、 20世紀末になっ

て、ょうやく本格化する様子を示しはじめた。

1970年に制定した「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律J(略称廃棄物処理法)は、制定された時

が、大量消費の時代のさなかであったことから、

産業廃棄物も含めて廃棄物が急増する事態に追い

つかないものとなっていたきらいがある。 1997年

6月に改正され、 98年12月から施行となり、これ

と呼応するように、にわかに、廃棄物対策に関す

る検討や提言が、政府関係機関や自治体関係機関、

業界などで取り組まれるようになった。

しかし、 1970年制定の廃棄物処理法は、改正廃

棄物処理法に比べるならば不備が目立つものが

あっても、その以前の対策と比較すれば、格段に

進歩したものではあった。寄本勝美氏が調べたと

ころでは、廃棄物処理法制定以前は、廃棄物はゴ

ミ、汚物とみなされており、国家の施策としても、

汚物処理に位置づけられていた。 1970年の廃棄物

処理法の制定によって、新たに廃棄物という言葉

が採用されるようになった(寄本 1974)0
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前近代社会から一挙に近代社会に転換する事が

国家的課題であった明治維新後の日本で、東京や

大阪などの江戸時代からの大都市は、欧米先進諸

国からの賓客をもてなす表通りの華やかさの蔭に、

汚物に満ちた裏通りや同じく非衛生的な環境のス

ラム街を抱えながら近代化の道を養進したので

あった(横山 1949)0ゴミが、日本の近代化の過

程で、汚物といういかにも汚らわしいものをイ

メージさせる名前を付されたことは、その後のゴ

ミの処分や処理のあり方を規定したものと考えら

れる。物の名前がひとびとに与える印象は、一般

に考えられているよりも、はるかに重要である。

「汚物」という最悪に近い命名をされたことによっ

て、ゴミの(地位〉は、当初から最悪のものとし

て始まった。

寄本は昭和初期のころの汚物処理を担当した労

働者の地位が最低に近いものであったことを指摘

して次のように述べている。

「このころのごみ処理は全国的にみて原初的な

方法にたより、作業環境は劣悪を極めた。ほと

んどの市町村では清掃事業は役所の仕事の中で

事実上最下位に位置づけられ、現場の作業員の

多くは臨時雇いの不安定な身分のもとで、過酷

な収集や焼却、埋立ての作業を強いられていた。

このような状況が、清掃事業を暗いイメージに

するとともに、社会的偏見や差別を助長する結

果をもたらしたことは否めない」。

2 )“汚物"から“廃棄物"へ

1970年の廃棄物処理法の制定によって、汚物と

いう表現が廃棄物という中性的で乾いた表現の言

e 葉に変わったが、汚物と呼んでいた時代が長かっ

たことから、過去の記官がひきずられ、呼び名が

変わったあとも、廃棄物対策に従事するひとびと

の行政機関内での地位は、以前とほとんど変わら

ないものであった。寄本は、このことに関して、作

業員への偏見や差別が払拭されることが、ゴミ問

題を改善する上で重要な点であると指摘している。

廃棄物と呼ばれるようになってからも、ゴミに

対して歴史的に付与されたマイナスイメージが、

大幅には改善されなかった。ぞれは、たとえば、消

費者のゴミの出し方に反映されている。収集する

作業員の危険や安全をまったく顧慮しないゴミの

出し方が続いたのである。自らのゴミの出し方に、

消費者を多少とも意識的にすることに有効であっ

たのは、透明または半透明のゴミ袋に切り替える

施策であった。

従来の黒い袋の方が良いとして、透明や半透明

の袋の使用を決めた東京都などの先行自治体を批

判するいわゆる「識者」の発言がマスメディアに

登場したりした。自治体の清掃部課の職員の話で

は、中身が透けて見えるゴミ袋に切り替わったこ

とで、収集作業員のゴミ収集時の擢災は激減して

いるということであった。消費者が、ゴミ袋が透

けたものに変わったことで、ゴミの捨て方に意識

的になってきたことと、危険物が含まれていれば

気付いて除去できる可能性が増したことの相乗的

な効果であったと言えるだろう。

汚物という呼び名から廃棄物という呼ぴ名に変

り、家庭からのゴミの収集方法に改善が加えられ

るまでのこの経緯は、寄本が、問題の改善のため

の前提として提言した「かつての〈汚物〉への認

識が真の意味で変わり、ごみや清掃事業への社会

的な偏見・差別が払拭されていかなければならな

い」とした方向に、ゆっくりとではあるが、事態

が動いていることを示すものである。

3 )廃棄物という用語

廃棄物という言葉が、一般的に使用される時と

法律用語として規定される時の差違について見て

みよう。まず、日常的に使用される際の用語例を

『広辞苑Jで見てみる。 1994年の第 4版 4刷までは

「廃棄物Jはとりあげられておらず、「廃棄jとい

う項目で「不用として捨て去ることJと説明され、

「廃棄」の例示として「産業廃棄物」が示されてい

るO

例示で示された「産業廃棄物Jは、同じ『広辞

苑Jで項目として採用されており、「事業活動に

伴って生じた廃棄物。公害防止のため、燃えがら・

汚泥・廃油など法令で定められた廃棄物は、事業

者が自ら処理しなければならない」と、やや詳し

い解説がほどこされている。
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『広辞苑jに初めて項目としての「廃棄物」がと

りあげられたのは、 1998年に刊行された第 5版に

おいてであり、そこでは「不用として捨て去る物」

と説明されている。

一方、法律の方でも、それほど明確な定義がな

されていたとは言い難い。法律では、 1997年に改

正廃棄物法が27年ぶりに改正されるまでは、産業

廃棄物については定義抜きで例示が示されている

だけであるし、一般廃棄物については、「産業廃棄

物以外の廃棄物をいう」と、じつに暖味な規定で

あって、例示もしていない(環境庁 1996)。

つまり、法律を定めるまではしたが、廃棄物の

実態を徹底的に調べ、手遅れにならないうちに対

策を取るという態度からは、ほど遠いものであっ

たことを示すものである。 1994年という時期に

は、廃棄物は、おもに家庭からのゴミで成り立っ

ている一般廃棄物の処理や処分と関連して発生し

た水汚染問題や大気汚染問題が各地でひとしきり

問題化した後であり、産業廃棄物の処理や処分が

周辺居住者の生活や健康、農作物や漁獲物そして

自然環境などに深刻な被害を与えることが日本各

地で大きな社会問題として顕在化していた時期で

ある。辞典も法律も、廃棄物をめぐるこうした現実

に大きく遅れをとっていたということができょう。

2.廃棄物という環境問題

1)一般廃棄物の環境問題化

廃棄物と呼ばれているものには、法的には一般

廃棄物と産業廃棄物の 2種類があり、一般廃棄物

は、おもには、家庭から出されて自治体が収集し

ている生ゴミや紙ゴミ、燃してはいけないプラス

チック類のゴミ、大型ゴミや有害物質を含むと考

えられる家電製品などの有価で収集する粗大ゴミ

などである。これに対して産業廃棄物は、事業体

が排出するほとんどのゴミである。

一般廃棄物も産業廃棄物も、どちらも、社会的

問題の原因となってきたが、廃棄物が〈社会的問

題〉として取り上げられるようになった背景には、

量の問題と質の問題の双方が関わっている O 量の

面の問題は、廃棄物を適正に処理し、処分するこ

とが間に合わないほどに廃棄物が大量化し、余剰

な廃棄物が違法に廃棄される不法投棄が各地で急

増したことと関連して表面化してきた(図 I-l-

図 I-2)。

また、質の面の問題は、ゴミに含まれる有害物

質による水汚染の発生や燃焼することに伴って生

じるダイオキシンほか有害物質の降下による地域

社会一帯への自然環境や健康への影響の発生が確

認されたことから表面化している。しかし、量の

面でも質の面でも、看過するのが危険な段階にさ

しかかったことが関係者によって認識されたこと

で、社会的問題となったのである。それは、 1970

年代までは、特定の地域に発生するいわば局地的

な紛争として問題化していたが、 1980年代ごろか

ら、次第に、国家的な社会問題と化したおもむき

がある。

マス・メディアで頻繁に、あるいは大きく報じ

られた事件を辿ってみる。 1970年代の美濃部東京

(千./日)
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都知事時代に、杉並区のゴミを処理する処理場を

江東区に建設することに激しく反対する運動を江

東区民が開始したことに端を発して、「東京ゴミ戦

争」という言葉まで生まれたほどの紛争が生じて

いる O これは、一般ゴミの問題であったが、埋設

する空き地が少なく、 i毎などの水面にも接してい

ない杉並区が海との接岸線を持つ江東区内にゴミ

を持ち込むことを計画して、それが江東区民の反

発を招き、紛争に発展した事件である O 同じ東京

都内の郊外地域にある町田市では、同じ 1970年代

に、他の地域にさきがけて、ゴミ問題を市民の努

力で解決しようと、当時としては珍しいゴミ減量

運動などゴミに関する市民運動が展開されている。

その後、先進的な市町村など一般ゴミの処理・処

分を委託されている自治体の中に、一般ゴミの分

別収集や減量対策に取り組む例が増加した一時期

もあった。たとえば、東京都目黒区は、 1980年代

前半に、分別収集を徹底して実施したことで知ら

れた例の一つである。

一般ゴミに関するこうした一連のできごとは、

高度経済成長期を経た後の大都市では、主として

家庭から捨てられる溢れるほどに大量のゴミの処

理や処分が困難になり、管理主体である市町村や

特別区が、それぞれのアイデイアで問題を解決し

ようと動きはじめた時期であったことを示してい

るO しかし、固としての問題対応は遅れ、やがて、

1990年代初頭には、一般ゴミから漏出した有害物

質による地下水飲料水汚染とみなされる事件が発

生する。東京都西多摩郡日の出町の、一般ゴミの

最終処分場で発生した事件である O この事件の因

果関係については、 20世紀の終わりの年である本

年まで東京都は認めていない。認めないままで、

東京都は、日の出町や多摩地区の消費者たちの反

対運動に応えることなし一般ゴミの最終処分場

を、日の出町にもう 1箇所建設し、すでに利用が

開始されている。

2 )産業廃棄物の環境問題化

1990年代前後には、廃棄物の社会問題は、一般

ゴミの量と質の極大化から生じた社会問題にとど

まらず、産業廃棄物問題の急速なクローズアップ

によって、廃棄物問題は、一般ゴミに関わる社会

問題から産業廃棄物問題に関わる社会問題へと推

移しはじめる。

東北六県の産廃処分場に首都圏から大量の産業

廃棄物が持ち込まれていることの問題が指摘され

て、 1970年代の「東京ゴミ戦争」に代わり、「東北

ゴミ戦争」と命名されたような、ゴミをめぐる地

域と地域の聞の大紛争に発展する(寄本勝美

1974、河北新報報道部『東北ゴミ戦争漂流する都

市の廃棄物j1990)。首都圏の自治体それぞれが、

一般ゴミはもとより、産業廃棄物においても処分

場不足であるため、受け入れを表明する産廃処理

業者のいる、はるか東北六県にまで、車で産廃を

運搬して投棄にくる事態が、このころには目に見

える形で生じていたということである。

処分場の逼迫に追いつめられた首都圏の大都市

は、東北地方への産廃運搬が大問題化したのちに

は越境投棄を“減速"させたが、処分場不足の事

態への抜本対策は取られないままであるから、事

態は改善されない。つぎに狙われたのは、首都圏

に近接する県である。そのうちの 2県が、この報

告集に収録した鵜飼論文がとりあげた長野県と寺

田論文が取り上げた山梨県である。

産廃問題が大きな社会問題としてひとびとの関

心を集めた段階では、すでに、首都圏大都市群に

よる東北地方や関東近県への産廃進出は、既成事

実化していたのである。 1993年に、廃棄物処分場

問題全国ネットワークが、産廃銀座と呼ばれる町

を県内に抱え、住民による激しい建設反対運動が

展開されていた栃木県で結成大会を聞いた時に配

付した資料(図 1-3)によれば、全国的に産廃処

理場で覆われている事態が明白である。

そして、これから時を経ずして、全国各地で、ゴ

ミ焼却場から大量のダイオキシンが排出されて焼

却場労働者や周辺居住者に深刻な健康被害を及ぼ

していることが問題化していく。茨城県竜ヶ崎市、

埼玉県所沢市、静岡県蒲原町、静岡県伊豆長岡町、

大阪能勢町、広島県福山市などなど、本州一帯に

ゴミ焼却場(一般ゴミ、産廃両者を含む)が発生

源である高濃度のダイオキシン汚染が拡大しつつ

あるのが20世紀末の日本列島の実態である。そし
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図I・3 廃棄物処分場問題全国マップ
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て、国はようやく対策に向けて鈍いながらも動き

を示しはじめた。しかし、日本の長い公害問題史

の中でも、同じ業種の発生源によって、これほど

多くの地域で環境悪化や健康影響が生じたのは、

初めてのケースである。対策への取り組みが、あ

まりにも遅かったという他はない。

3.廃棄物問題と地域環境主義概念

われわれは、物質の時代であり、環境破壊の時

代であった20世紀の終わりにあたって、自分自身

を含めた人類が、生産や消費、余暇生活を通して

捨ててきた、多種多様な有害物質を含む巨大な量

の廃棄物に、いわば、首をしめられつつある。こ

の状況は、環境社会学研究にとっても重要な分析

課題である。ここで、近年になって重大な環境問

題として浮上した廃棄物問題に対する環境社会学

的に有効な分析概念について、前回に続き、再度

提示したい。地域環境主義概念である。

1 )地域環焼主義概念提示への流れ

1997年の共同研究成果第 1集の第 1論文におい

て、筆者は、地域環境主義概念に関して定義し、こ

の概念の提示をおこなった(飯島 総合都市研究

64号)が、今回、寺田論文で、地域環境主義につ

いて取り上げられているので、あらためて、この

概念の成立経緯を含めて述べておこう。

この概念は、われわれのプロジェクトにおける

討議の過程で生み出されたものである。われわれ

は、この 4年間の前に水問題と道路問題について

調査研究を、ほほ同じメンバーで実施していた。

共同調査研究では、首都圏のいくつかの県や市で

運動するひとびとや団体、自治体職員などに聞き

取り調査をし、また、都民に対する環境意識に関

する量的調査を実施していた。

その過程で、自治体を含むかなり広域な地域を

基盤とした環境を改善するための行動や考えを現

わす概念として、従来の社会学にも、環境社会学

にも適切なものがないという指摘が寺田良ーから

なされ、飯島自身もそのように感じていたので賛

同し、では具体的にどのような用語が適切かと検

討した結果、飯島が、〈地域環境主義〉ではどうか

と提案したのであった。飯島の提案は、 1990年代

初頭に地球環境の危機という事態がブーム化した

ことに、問題解決とかけ離れた方向に事態が進み

つつあるとの警戒が生まれつつあった状況を踏ま

え、また、自身としても、それまでにこのプロジェ

クト以外でも実施してきた多くの調査経験から、

環境問題の解決の基本はく地域に根ざした環境改

善)が重要であるとの持論をもっていたことにも

とづいてなされたものである O

2 )地域と地球を結ぶ分析概念

地域環境問題の原因をたぐっていくならば、そ

の多くは、具体的な地域での環境破壊行動や環境

汚染行動などにたどり着くと考えられる Oつまり、

地球環境問題として問題視されていることの多く

は、地域における産業活動や消費活動や消費活動

などの中に原因が求められる事がきわめて多いと

言える O

この関係を考える前段階として、はるかに離れ

た地域間で環境影響関係が存在することを示す例

を取り上げてみよう。 1970年代初期に、南極の氷

が、本来、南極には存在しないはずの鉛など重金

属を含んでいることが発見され、この事実が、研

究者の間で衝撃的に受け止められ、話題になった。

有害物質が、地球上でもっとも汚染から遠隔地に

あると思われた極地をまで汚染する事態に地球全

体の環境が悪化しつつあることを示す初期の具体

例であった。極地の動物が、その地域にあるとは

思えないような汚染物質によって大量死したのも、

この時期からそれほど経ていない時であった。大

気汚染も水汚染も、有害重金属も、地球を循環し

ているものであるから、地域ごとの汚染や破壊が

ある程度まで到達すれば、巨大な地球がすみずみ

まで影響を受けてしまうのに、それほど時聞がか

からない。もとより、これらの有害物質は、はじ

めからそれらの極地にあったものではなかった。

他の工業地域なり大都市なりで発生したものが、

まわりまわって到達したのである。この例は、遠

く離れた自然的な環境が、他の地域の産業活動や

消費活動によって取り返しのつかないような環境



飯島:1廃棄物問題と地域環境主義 13 

影響を受けることが現実の問題として存在するこ

とを示すものであった。

似たような関係が、オゾン層の希薄化や地球温

暖化現象、酸性雨現象など地球環境問題の代表的

な現象に関しでも存在する O この中で日本人に

とって、もっとわかりやすいのは酸性雨の例であ

ろう。日本の、工業地帯とも大消費地とも離れた

緑豊かな山村地域で酸性雨が生じはじめたのは

1980年代であるが、これは、風向きなど気象上の

検討にもとづいて、工業化に向けて鳶進している

中華人民共和国の石炭を大量に燃料に使用するこ

とに伴なう大気汚染が主要な原因であることが早

い時期に見当を付けられていた。隣接した他国の

工業活動が、日本に酸性雨をもたらしたのである。

酸性雨自体は地球環境問題のーっとみなされてお

り、この例は、地域における産業活動が地球環境

問題を生起させている重要な原因であることを明

白に示している。また、逆に、地球環境問題化し

た事件が、たとえばフロン問題のように、消費生

活や産業製品の中から除外されることで緩和でき

る関係もある。

このように、地球環境問題と地域の生活や産業

活動の関係の密接な関係を考察するならば、地域

環境が健全なものであることが地球環境を保全す

るためにも重要で、あることも、また、明白となる。

筆者は、こうした地球環境との関係に関する考察

にもとづいて、従来から、地域における問題解決

なくしては地球環境問題の解決は有り得ないとの

考え方を示していた(飯島 1993、1995)。こうし

た考察から引き出したのが、地域における健康な

環境の形成にかかわるあらゆる社会学的な現象を

表現するための最適の概念としての〈地域環境主

義〉概念であり、当共同プロジェクトの研究会に

おいて提案している。

この概念を提案したあと、プロジェクトの研究

会においては、しばしば(地域環境主義〉概念を

使って議論がなされていたが、この用語を正式に

提示することが遅れたについては筆者に責任があ

る。第 1期のプロジェクトのまとめとして水問題

に関する共同成果研究報告を 6本にまとめて発表

するに際して、筆者は、この概念の提示を正式に

おこなうことを失念した。この時に、報告論文の

中でこの概念を使ったのは寺田であり、定義はし

ていないが、〈地球環境主義)概念を使って議論を

おこなっている O

その後、つぎの 4年間の総合テーマとして廃棄

物問題の社会学的調査研究を開始するにあたって、

せっかく提案された概念なのだから、定義をし、

概念の正式な提示をしてほしいとの要望が、プロ

ジェクトメンバーの藤川賢からなされた。この要

請を受けて、筆者が〈地球環境主義概念〉の定義

を示して概念提示をおこなった(総合都市研究64

号、 1997)0そこでの定義と解説は、以下のような

ものであった。再録しておく O

<1地域環境主義」という概念は、「地球環境」と

いうグローパル (globaOな概念と対置されうるも

のとして意識されている。「地域環境主義」は、「地

球環境」の対極に位置づけることのできる個人の

インデイヴイデュアル OndividuaOな環境をその

中に含むリージョナル (regionaJ)な地域社会とい

う中間的な範域を、環境問題について論じ、考え

る際の基本的な単位としようという立場である。

ここでインデイヴイデュアルとしているのは、地

域の構成員として最小の、しかし重要な単位であ

る個々の消費者・生活者・住民である。「地域環境

主義概念jは、これら個人をリージョン(地域)の

内部に抱えながら、個人よりは、はるかに広い環

境を有し、自治体という地域住民に対して本来的

に責任のある専門的な行政機関を含む中範囲の単

位として、グローバルな地球環境概念と対置され

るべき概念として提示するものである。要約する

ならば、「地域環境主義」は、社会学の主要な理論

枠組みの一つである‘中範囲'理論にのっとり、

「地域環境」という「地球環境」と「個人の環境」

の聞に存在している巨大過ぎもせず、小規模にも

過ぎない中範囲の単位を立脚点として環境問題を

とらえていこうとする立場である。〉

3 )地域環焼主義概怠の有効性

上記の稿では、さらに、〈地域環境主義概念〉を

提示する事の必要性の根拠について、以下のよう

に述べている。



14 総合都市研究第 69号 1999

くわれわれが、ここに定義したような地域環境主

義概念の提示を必要で、あると考える根拠は、つぎ

の2点に集約できる。第 l点は、環境問題に関す

るこの 10数年間における世論の傾向とかかわる。

第2点は、地球環境悪化の改善策を論じるに際し

て、中間レベルの地域を飛ばして一挙に個人の責

任を求める言説が支配的であることと関連する

(中略)。

概念提示の理由の第 2は、こんにち、グローパ

ルな地球環境問題の解決策に具体的に言及される

ときには、中間のリージョナルな地域社会を飛ば

して、インデイヴイデュアルな存在の消費者・生

活者・住民の日常生活における地球環境悪化の責

任や義務行為を追求する傾向が見られることへの

批判としてである。

個人の生活態度や生活様式にも、環境悪化の原

因が多分にあることは事実であり、個々の生活者

の環境改善への意識が向上し、日常生活に、その

意識が反映されて行動に移されることの重要性は

言うまでもない。しかし、たとえば、地球温暖化

が問題化したからといって、中間レベルの地域環

境で組織的に悪化に関与している各種産業や公共

事業の責任は問わずにいて、個々の生活者にのみ

資源の節約を呼びかけたりする行政、企業、メ

ディアの姿勢は、問題の半面にしか目を向けてい

ないものと言える O

中間レベルの地域社会には、地域環境の保全・

維持・改善に対して公的に責任を有する自治体を

はじめとして、各種産業・企業や公的機関、さま

ざまな住民団体、 NGO'NPOなど、さまざま

な社会的資源が存在する。しかも、地域という範

域は、これらの社会的資源を有効に利用するのに

適切な中規模サイズである。グローパルな地球環

境の解決策を一挙にインデイヴイテ守ユアルな個人

環境に求めるのではなく、中間レベルの地域社会

こそが、問題の現場からの経験と視点を総合して

地球環境悪化の改善方法を地域社会の中で発見、

発案して各国政府を動かしていく中核をなすべき

であるというのが、地域環境主義概念を提示する

第2点めの理由である O 地域環境主義を実現する

に際しては、反公害・環境運動からさまざまなN

GO活動に至る長期間の環境運動の経験を蓄積し

ている個々の消費者・生活者・住民の生活現場で

の智恵が、有効に活用されることが重要であるこ

とは言うまでもない〉。

ここでおこなった定義や概念提示は、プロジェ

クトの研究会での議論を参考にしている。文責は

筆者にあるが、内容の骨子はその時のプロジェク

トメンバーで、あった鵜飼照喜、寺田良一、藤川賢、

柏谷至、堀畑まなみ諸氏との共同討議によって形

づくられたものであり、プロジェクトから生み出

された概念である。

4.廃棄物問題と社会学的研究

前項で提示した地域環境主義概念のほかにも、

廃棄物問題を環境社会学的に研究する方法は、実

際に使われてきたものを挙げるだけでも、以下に

示すようにいくつかある。すなわち、1)社会史的

接近、 2)加害 被害構造分析、 3)環境的不正義

や環境差別の視点からの接近、などである。それ

ぞれについて簡単に解説しておこう。

1)社会史的接近

社会史的接近は、社会学領域内でも、環境社会

学以外の分野で有効に使用されている研究方法の

一つである。これと類似した方法に生活史研究と

いう方法もあり、どちらも歴史的視点を加えた研

究であるが、こうした時系列に沿った検討は、あ

らゆる実証的学術研究の基礎的部分として重要で

ある O 本論においても、廃棄物問題の略史を社会

の歴史の中で検討しているが、こうした視点から

の研究を、さらに本格的に進めて、社会的経済的

背景と廃棄物問題の連関を歴史的に検討した研究

が必要である。

歴史的な視点を社会学的分析に加えることは、

先に触れたような意味において、環境社会学分野

の研究においても重要であることは、しばしば指

摘されてきたことでもある。

2 )加害一被害構造分析

この接近方法による研究成果は、公害問題、薬
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害、労働災害などで健康被害を受けたひとびとに

関して、すでに発表されている(飯島 1984)。こ

の理論枠組みは、生活構造論にヒントを得て、公

害被害者、労働災害の被害者、薬害の被害者など

に対する長年にわたる量的、質的調査にもとづい

て、健康被害の発生が、最終的には生活総体の破

壊の事態にまで派生していく構造が提示されたも

のである。

この被害構造論をさらに展開させて、小規模単

位における環境被害から地球規模環境被害に至る

までの加害一被害関係に関する枠組み提示もなさ

れている(飯島 1993)。こうした議論は、問題の

型として環境問題と密接に関連していて、重なる

面も多分にある廃棄物問題に関しでも、有効に適

用できる条件を備えていると考えられる。

廃棄物問題は、とくに産業廃棄物問題において、

深刻な公害問題がそうであったような健康被害問

題を発生させていることが次第に明らかになりつ

つある。健康被害問題に端を発する被害構造論的

接近による問題分析は、廃棄物問題に関しでも重

要である。

さらに、地域社会単位で、あるいは、複数の地

域社会を含む広域地域で、加害一被害関係の存在

を前提とした被害構造論からの調査研究は、廃棄

物問題のある側面に関するもっとも有効な接近方

法の一つで、あると考えられる。

3 )環境的不正義や環境差別の視点からの接近

廃棄物問題には、この問題が生起するそもそも

の発端に、環境不正義的局面や環境差別的局面が

深く関わっていることは、これまでに多くの研究

者や運動家からの指摘がなされてきた点であり、

(Edelstein.M.R.. 1988. Peter S. Wenz. 1988. Rob-

ert D. Bullard. 1990. Robert D. Bullard ed. 1994. 

Bunyan Bryan t ed.. 1995. Laura Westra & Peter 

S. Wenz ed.. 1995)、この視点からの研究は不可欠

のものだと考えられる。

ここでは<環境不正義>と記したが、一般には、

環境正義として流布している。この概念は、米国

の社会学者が、産業廃棄物の投棄場が人種的経済

的に不均衡な分布を示している実態の本質を示す

ために作り出した用語で、原語では environmen-

tal justiceである。

日本では、当初、これを環境的公正と和訳して

導入したが、ある段階で環境正義と和訳するよう

になっている O われわれが今回の分析対象として

いるのも廃棄物問題であるが、対象が共通してい

るだけではなく、日本においても、廃棄物の中の

とくに産業廃棄物をめぐっては、環境不正義的な

事態がさまざまに発見されている。われわれの今

回の報告集においても、すべての論文が、環境不

正義という言葉こそ使用していないが、実態とし

ては、環境不正義であり、また、環境差別である

ような事態と、産業廃棄物をめぐる問題点として

指摘している。

差別者と被差別者の関係は、廃棄物問題におい

て多様である。この報告集でも指摘されているよ

うな、大都市と過疎地の問、同じ県内や都内にお

ける、より経済的に強力な地域と弱体な地域とい

う地域聞における差別的関係などである。この場

合は、一般に意識される廃棄物のほかに、放射性

物質という危険な廃棄物に関しても発生している

関係である。これについては、別稿を参照いただ

きたい(飯島 1998)。

国際的関係にまで視野を展開すれば、経済的に

より強力な固による弱体な固に対する廃棄物の持

ち込みや環境破壊、環境問題を開発途上国で発生

させる事態も、この関係に含まれる。日本が、開

発途上国や他の国々に対しておこなってきた事態

の分析については、筆者も、いくぶん、分析を進

めている(飯島編 1995)。

廃棄物問題は、日本国内にとどまらず、世界の

国々をも、加害者、差別者として、あるいは被害

者、被差別者として位置づけながら巻き込んでい

る消費文明問題であり、環境問題であると指摘し

ておきたい(飯島 1998b)o

4 )環境運動論および地蟻社会学的視点からの接近

環境社会学研究の中でも、研究者がもっとも集

中しているのが、社会運動論からの分析であるが、

廃棄物問題を検討するにあたっても、はいってい

きやすいのが、産業廃棄物処理場建設反対運動を
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始めとするさまざまな反産廃処理場運動である。

先に示した環境差別の視点からの接近も、視点を

変えるならば、産業廃棄物処理場建設をめぐる環

境差別の実態に対する抗議運動の分析として見る

ことヵτできる。

小さなコミュニティで発生した廃棄物による環

境汚染や環境破壊、生活破壊に対して、消費者が

とりあえず対処できる方法が、この反対運動であ

る。このことを考察するならば、被害を一方的に

受けることが多い、しかし、地域と国家と地球の

資源のもっとも重要な資源の 1種である人間たち

が、とりあえず提起する行動が重要な研究対象で

あることは言うまでもないであろう。

集団的運動の分析と密接に関連する方法が、地

域社会学的視点からの研究である O 問題が発生し

ているのが地域社会においてであり、また、地域

環境主義の重要な単位である地域社会であること

から、伝統的な、あるいは新たな分析概念を取り

入れた場合も含めて、地域社会学的な接近方法に

よっても廃棄物問題の分析は可能である。とくに、

近年研究が進められている土地の所有をめぐる議

論は、地域社会学と環境社会学の双方の領域で研

究が深められており、こうした観点からの接近も

貴重である。

5 )保健・医療社会学的接近

本論中で若干触れたことであるが、ゴミ収集作

業員やゴミ焼却場で作業に従事する作業員たちに、

災害や職業病が多発している事態があるが、この

点については、研究はほとんどなされていない。

先にも言及したことだが、この種の作業の従事者

の社会的地位が歴史的に低く位置づけられてきた

事実を反映していると思われる。

労働者の健康被害をめぐっては、経営者と労働

者の聞に、職業病や労働災害をめぐって、歴史的

に厳然として継続してきた強者一弱者関係が問題

を顕在化させない社会的な仕組みとしてはたらい

てきた面が多い(飯島 1984)。廃棄物問題におい

ては、企業で発生してきた労災や職業病の問題で

発見されてきたような単純な強者 弱者関係では

律しきれない複雑な組織間関係も関わってくると

ともに、事業所聞の力関係も関連してくるし、自

治体の管理行政も関与してくるし、問題によって

は消費者との関係も重要な分析対象となる。

ゴミ問題を保健・医療社会学的な視点も加味し

て検討するに際しては、廃棄物(ゴミ)を「不用

として捨て去る側J(消費者や事業所)と、危険も

含めて引き受けて収集するひとびと(廃棄物の処

理や回収に従事する労働者)の関係も、新らしく、

重要な観点である O

G)産業社会学的接近

事業者の廃棄物対策や廃棄物への意識のありか

たに関する研究を意味するものだが、現在、もっ

ぱら、重要な加害源として指摘されているのが産

廃業者であり、その法の抜け穴やずさんな廃棄物

行政の隙聞を縫って有害物質を全国にばらまき、

あるいは、近隣一帯に被害を与えている実態は、

もっぱらマスメディアによって指摘されている。

事業者の中にも、産廃を「捨て去る」事業体Aや、

その産廃を引き受けて処理する事業体B、さらに

小規模な業者Cへの委託と、次第に廃棄物が見え

なくなるような仕組みを伴う階層化がある。また、

事業者と行政と消費者であり、時に被害者になる

地域の居住者との複雑な相関関係が生じる事は通

常である。こうした研究の観点も、新らししか

っ、重要なものである。

おわりに

本論で述べてきたように、前回と今回の「廃棄

物に関する論文集」において提示した地域環境主

義は、環境問題を小さなコミュニテイで発生して

いるものと地球規模で発生しているものとを連関

させて考え、対応するのに有効な概念であり、環

境社会学研究の新たな分析概念たりうるとわれわ

れは考える。

こんにち、地球環境問題が地球上のあらゆる地

域のひとびとにとって直接的にであれ間接的にで

あれ、関連性のある重要な現象であることは疑い

をまたない。同時に、こうした地球環境問題は、国

際的な連合体の主導によってのみではなく、市町
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村や県などの自治体をいくつか含む一定の広がり

と一定の社会的経済的資源を有する中範囲規模の

地域における改善努力の積み重ねの上にたった国

家規模の努力なくしては改善が困難である。

地球規模や世界各地で発生している環境問題の

ほとんどすべての問題が、もとを辿っていけば、

地域での環境汚染や環境破壊が集積することで発

生しているからである。地域に原因が求められる

環境汚染や環境破壊は、破壊源で、見ていくならば、

個人、家庭、小コミュニティなどいくつかのレベ

ルがあるが、ここで言う「地域」は、これらの単

位をいくつか束ねている規模のものである。地球

環境の危機のかなりの部分を地域環境の改善に

よって解決できることも、地域環境主義の視点か

らの研究は今後明らかにしていけることと期待し

ている。
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